
令和８年度 職員向け Microsoft 365 活用研修 実施事業者 募集要領 

 

本市では令和７年３月に策定した「京都市ＤＸ人材育成プログラム 2025-2029」に

基づき、DX スキルを身に付けるための職員研修等を組織的・体系的に進めるととも

に、必要に応じて、個別のツール等に係る研修も適宜実施しているところです。 

本市では従来、「Microsoft 365 Apps for enterprise」を全庁職員に導入し、主

にWord、Excel、PowerPointといった基本的なオフィス系アプリケーションを中心に

利用してきたところですが、今般、職員間のコミュニケーションの促進と、デジタ

ルを活用したより効率的・効果的な業務の推進のため、令和７年９月に新たに

「Teams Enterprise」の利用を開始しており、令和８年９月には「Microsoft 365 E3」

の導入を予定するなど、まさに変革期を迎えています。 

本業務は、昨年度導入した Teams、今後導入予定の Microsoft365 E3 パッケージに

含まれるアプリケーションについて、単に導入するだけでなく、それらをより深く

理解し、使いこなすことができる職員を多く育成することで、もって全庁の業務の

効率化や質の向上に資するよう、効果的な職員研修を実施しようとするものです。 

ついては、本研修の実施事業者について、公募型プロポーザル方式により選定し

ますので、受託希望者からの提案を下記のとおり募集します。 

 

記 

 

１ 契約予定内容 

⑴ 件名 

令和８年度 職員向け Microsoft 365 活用研修実施業務 

⑵ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

⑶ 業務内容 

別紙１「研修仕様書」のとおり 

 

２ 契約上限金額 

２，８６０，０００円（税込み） 

 

３ プロポーザルの参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次の⑴及び⑵に掲げる要件を全て満たす者と

する。 

⑴ 次の各号に掲げるいずれかを満たすこと 

ア 本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている者の場合 

公募開始から選定結果通知の日までの期間において京都市競争入札等取扱要

綱に基づく競争入札参加停止措置を受けていないこと 

イ 本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者の場合 

次の(ｱ)～(ｵ)に掲げる要件のすべてを満たすこと。 

なお、(ｵ)以外の要件については、公募時点の挙証資料の提出は不要とする



が、受託者となった場合には下記８⑷に記載のとおり提出を求め、要件のい

ずれかを満たさないことが判明した場合にはその時点で失格とする。 

(ｱ) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者で 

ないこと 

(ｲ) 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと 

(ｳ) 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと 

(ｴ) 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと 

(ｵ) 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５

号に規定する暴力団密接関係者でないこと 

⑵ 直近３年間において、官公庁（国機関、地方公共団体又は独立行政法人のい

ずれかをいう。）からの職員のデジタル力・ＤＸスキルの向上又はデジタルツ

ール活用に関する研修業務の受注実績があること 

 

４ 参加手続等 

⑴ 関連書類の交付 

本プロポーザルに関する書類を、令和８年５月１３日（水）から令和８年５月

２９日（金）まで、京都市ホームページ「京都市情報館」上で次のとおり交付する。 

ア 実施要項（本文書） 

イ 研修仕様書（別紙１） 

ウ 提出書類の作成方法・注意事項等（別紙２） 

エ 評価基準（別紙３） 

オ 見積書（様式１） 

カ 誓約書（様式２） 

⑵ 企画提案書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者（以下、「提案者」という。）は、企画

提案書等を作成し、下記ア～ウのとおり提出すること 

ア 提出書類等 

(ｱ) 企画提案書（任意様式） 

(ｲ) 講師プロフィール（任意様式） 

(ｳ) 見積書（様式１） 

(ｴ) 誓約書（様式２） 

(ｵ) その他補足資料 

※ (ｵ)については、企画提案書等を補足する必要がある場合に添付する

こと。様式は自由とするが、pdf データで合計 10 ページ以内とすること。 

イ 提出方法 

電子メールにより電子データ（様式ごとにファイルを分けること。）で提出

すること。 

ただし、添付ファイルの合計ファイルサイズが１０ＭＢを超える場合は、事

前に電子メールにより担当まで連絡すること。（別途、京都市のファイル転送

システムへのアップロード方法を案内する。） 

なお、提出先については、後記「９ 問合せ先及び提出先」に記載のとおり 

とする。 



ウ 提出期限 

令和８年５月２９日（金）１７時まで 

⑶ 留意事項 

ア 言語及び通貨 

この手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

イ 失格となる提出書類 

提出書類が、次の事項のいずれかに該当するものは、失格となる場合がある。 

なお、失格となった場合は、別途通知する。 

(ｱ) 本要項をはじめとする交付書類に定める事項に適合しないもの 

(ｲ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(ｳ) 虚偽の内容が記載されているもの 

ウ 制約事項 

(ｱ) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

(ｲ) 本市は、提出書類について、本プロポーザルに関係する手続以外の目的

では提案者に無断で使用しない。 

(ｳ) 本市は、提出書類について、本プロポーザルに関係する手続に必要な範

囲で複製することがある。 

(ｴ) 提出書類については、本市から特に依頼する場合を除き、提出期限後の

差替え及び再提出は一切受け付けない。 

(ｵ) 本市は、提出書類の返却は行わない。 

 

５ 本件に対する質問期限及び回答 

⑴ 質問提出期限 

令和８年５月２０日（水）１２時まで 

※ 質問提出期限後の質問は、一切受け付けない。 

⑵ 質問方法 

電子メール本文に、質問者の事業者名、担当者氏名、連絡先を明らかにしたう

えで、質問文を記載して送付すること。（質問の分量が多い場合は、Excel ファ

イルにまとめて電子メールに添付してもよい。） 

なお、提出先については、後記「９ 問合せ先及び提出先」に記載のとおりと

する。 

件名には、「令和８年度 職員向け Microsoft 365 活用研修に関する質問」の

文言を入れること。 

⑶ 回答日及び回答方法 

令和８年５月２２日（金）までに、すべての質問事項及びその回答を京都市ホ

ームページ「京都市情報館」上で公表する。ただし、個人情報その他秘匿すべき

情報が含まれている場合には、質問及び回答の一部又は全部を非公表とすること

がある。 

  



６ 審査 

⑴ 審査委員 

審査委員は次に掲げる職にある本市職員が行う。 

ア 総合企画局デジタル化戦略推進室デジタル化推進課長 

イ 総合企画局デジタル化戦略推進室デジタル化戦略係長 

ウ 総合企画局デジタル化戦略推進室デジタル化推進係長 

エ 行財政局しごとの仕方改革推進室しごとの仕方改革推進第二係長 

⑵ 審査方法 

提出書類について、下記⑶の審査基準に基づき、各委員が審査を行う。 

※ 審査に当たり、必要に応じて、提案書等の内容について電話等での個別ヒ

アリングを行うことがある。 

⑶ 審査基準 

評価基準（別紙３）に基づき総合的に評価する。 

 

７ 受託者の決定 

⑴ 受託候補者の決定 

審査委員会が、全ての提案者について提出書類の審査を行い、順位を決定のう

え、最も上位となった者を受託候補者に選定する。 

ただし、全ての提案者の得点が１００点満点中６０点未満の場合は、受託候補

者なしとする。 

⑵ 審査結果の通知 

審査結果については、電子メールにより通知する。（令和８年６月１２日（金）

までに通知予定） 

⑶ 受託者の決定 

審査結果通知後、受託候補者と協議し、契約内容について合意した場合は、当

該受託候補者を受託者として契約を締結する。 

なお、受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の者を

新たな受託候補者として協議を行うことがある。 

⑷ 選定結果の公表 

京都市ホームページ「京都市情報館」において、受託候補者名、提案を行った

事業者名、順位及び評価点等を公開する。（順位及び評価点については個別の事

業者名は伏せて公開する。） 

 

８ 契約に関する基本的事項 

⑴ 契約金額 

契約金額は、本プロポーザルにおける見積額に基づき、受託候補者と協議のう

え決定する。 

（効率的・効果的な研修実施に当たり合理的な理由がある場合等にあっては、

契約額を見積額から変更することがある。） 

  



⑵ 契約内容 

契約内容は、本プロポーザルにおける研修仕様書、受託者からの提出書類等の

内容に基づき、本市と受託者とが協議のうえ決定する。本プロポーザルにおいて

受託者自身が提案した内容（予め別途費用が必要と明示した内容を除く。）につ

いては、実現を確約したものとみなす。 

⑶ 契約期間 

契約の期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

なお、当該契約は次年度以降の契約を確約するものではない。 

⑷ 契約締結に向けた提出書類 

受託者決定後、受託者はすみやかに以下の提出書類を提出すること。 

① 使用印鑑届（本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者のみ） 

② 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でな

いことに関する誓約書（本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されていな

い者のみ） 

③ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないことの挙証資料（納税証明書

「その３の３」）（本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者） 

④ 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないことの挙証資料（本市の競争

入札参加有資格者名簿に登録されていない者であって、本市への納税義務の

ある者のみ） 

⑤ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないことに関する調査同意書

（本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者であって、対象と

なる水道使用者名義のある者のみ） 

⑥ 本業務に係るコンソーシアム協定書の写し（本業務に係るコンソーシアム

を結成して受託しようとする者のみ） 

⑸ 特約事項 

本プロポーザルにおいて受託者自身が提案した内容（予め追加費用及び別途費

用が必要と明示した内容を除く。）の実現に当たり、追加費用及び別途費用が生

じた場合は、全て受託者の負担とする。 

⑹ 契約保証金 

免除する。 

⑺ 費用の支払 

受託者の請求に基づき、本市から受託者へ費用を支払う。 

支払時期及び支払方法については、本市と受託者が協議して決定する。 

⑻ 進捗管理 

本市は、適宜、受託者の業務履行状況について評価を行い、受託者が契約の履

行目的を明らかに達成することができない状況にあると判断したときは、途中で

契約を解除することができる。 

ただし、利用可能な成果物があるときは、引渡しを受けることがある。そのと

きは、その成果物に相応する利用費用を支払うものとする。 



⑼ 契約不適合責任 

ア 本市は、受託者の業務履行が契約の目的に適合しないものであるときは、受

託者に対してその不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の修正

等の履行の追完（以下本条において「追完」という。）を請求することがで

き、受託者は、当該追完を行わなければならないものとする。ただし、本市に

不相当な負担を課するものではないときは、受託者は本市が請求した方法と異

なる方法による追完を行うことができる。 

イ 本市は、契約不適合により損害を被った場合、受託者に対して損害賠償を請

求することができる。 

ウ 本市は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完

がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目

的を達することができないときは、契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

エ アからウまでの規定は、契約不適合が本市の提供した資料等又は本市の与え

た指示によって生じたときは適用しない。ただし、受託者がその資料等又は指

示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

 

９ 問合せ先及び提出先 

京都市総合企画局デジタル化戦略推進室 原、大西 

住 所：〒６０４－０９３１ 

京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０－２ 

電 話：０７５-２２２-３３７６ 

メール：digital01@city.kyoto.lg.jp  

※メールでの連絡の場合は、件名の一部に「令和８年度 職員向け Microsoft 365

活用研修」の文言を入れること。 

mailto:digital01@city.kyoto.lg.jp

